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２
月
か
ら
市
・
都
民
税
、
所
得
税

の
申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　
期
間
・
会
場
な
ど
は
、「
広
報
あ
き

し
ま
」２
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
相
談

（
無
料
／
事
前
に
要
申
込
）

　

所
得
税
・
消
費
税
な
ど
の
申
告

（
譲
渡
・
贈
与
・
相
続
関
係
を
除
く
）

や
、
所
得
税
申
告
書
の
書
き
方
に
つ

い
て
相
談
で
き
ま
す
。
会
場
で
作
成

し
た
申
告
書
は
当
日
提
出
で
き
ま
す

の
で
、
作
成
に
必
要
な
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
申
告
書
の
提
出
の
み
の

場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
直
接
、
立
川
税
務
署
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　

２
月
５
日（
水
）・
６
日

（
木
）の
午
前
９
時
15
分
〜
11
時
30

分
、
午
後
１
時
〜
３
時
45
分

◇
場
所　
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

＊
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
400
万
円
を
超
え
る

方
、
公
的
年
金
の
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

＊
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
方　
な
ど

※
高
額
所
得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
方
は
、税
務
署
の
作
成
会
場
を
ご

利
用
い
た
だ
く
か
、
各
自
で
税
理

士
に
相
談（
有
料
）し
て
く
だ
さ
い
。

◇
持
ち
物　
源
泉
徴
収
票
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
国
民
年
金
保
険

料
・
寄
附
金
な
ど
の
支
払
い
を
証

明
す
る
書
類
、
生
命
保
険
料
控
除

証
明
書
な
ど

※
還
付
申
告
の
場
合
は
、
還
付
金
の

振
り
込
み
先
の
口
座
が
分
か
る
も

の
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
申
し
込
み　
１
月
10
日
か
ら
無
料

申
告
相
談
事
前
申
し

込
み
専
用
サ
イ
ト
で

※
電
話
で
の
受
け
付
け
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

※
当
日
分
の
入
場
整
理
券
を
午
前

９
時
15
分
か
ら
市
役
所
１
階
市
民

ホ
ー
ル
で
配
布
し
ま
す（
な
く
な

り
次
第
終
了
）。

申
告
書
の
作
成
会
場
を
開
設

　
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
を
、

相
談
し
な
が
ら
作
成
で
き
ま
す
。
公

共
交
通
機
関
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　
２
月
17
日（
月
）〜
３
月
17

日（
月
）の
平
日
、
３
月
２
日（
日
）

◇
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時 

（
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
４
時
）

※
入
場
整
理
券
を
事
前
に
国
税
庁
公

式
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
で
発
行

す
る
ほ
か
、
当
日
分
を
立
川
地
方

合
同
庁
舎
で
配
布
し
ま
す
。

※
入
場
整
理
券
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

※
混
雑
時
は
、
早
め
に
受
け
付
け
を

終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　
立
川
地
方
合
同
庁
舎

◇
持
ち
物　

＊
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類

＊
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

＊
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン（
お
持
ち
の
方

の
み
）

所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

　
給
与
所
得
な
ど
の
あ
る
方
で
、
令

和
６
年
中
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
源

泉
徴
収
税
額
が
過
納
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
借
り
入
れ
て

住
宅
を
取
得
し
た

＊
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

＊
寄
附
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た

＊
年
の
途
中
で
退
職
し
た

＊
令
和
６
年
分
の
所
得
が
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
の
み
で
、
源
泉

徴
収
さ
れ
て
い
る　
な
ど

◎ 

ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
を
申
請
し
た
方
へ

　
医
療
費
控
除
な
ど
の
た
め
に
確
定

申
告
を
行
う
場
合
や
６
団
体
以
上
に

寄
附
し
た
場
合
は
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
通

常
の
寄
附
金
控
除
と
同
様
に
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
提
出

　
申
告
書
は
提
出
用
の
み
を
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
控
え
用
を
送
付
し
て
い
た
だ
い
て

も
、
収
受
日
付
印
の
押
印
は
行
い
ま

せ
ん
。
必
要
に
応
じ
、
ご
自
身
で
控

え
の
作
成
・
提
出
日
の
記
録
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
宛
先　
〒
190-

８
５
６
５　
立
川

地
方
合
同
庁
舎
立
川
税
務
署

オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
告
書
の
作
成

を
　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
画

面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る
と
、

自
動
計
算
に
よ
り
、
申
告
書
な
ど
を

作
成
で
き
ま
す
。
作
成
後
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
送
信
す
る
か
、
印
刷
し
て

税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
電

話
で

　
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
電
話
で
も
相

談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊ 

国
税
庁
税
務
相
談

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

＊ 

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０-

00-

５
９
０
１

＊ 

ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

-

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ

ル
プ
デ
ス
ク
☎
０
５
７
０-

01-

５
９
０
１

☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎
042- 

523-

１
１
８
１
へ
。

国
税
庁
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
▼

市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に

国
税
庁 

確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
▼


